
第１号様式（第６条関係） 

  令和７ 年 ４ 月 １０ 日 

多摩市長 殿 

 

多摩市住宅用創エネルギー・省エネルギー機器等導入補助金交付申請書兼請求書 

 

 多摩市住宅用創エネルギー・省エネルギー機器等導入補助金の交付を受けたいので、多摩市住宅用

創エネルギー・省エネルギー機器等導入補助金交付要綱第６条第１項の規定により、関係書類を添え

て下記のとおり申請し、補助金の交付決定を受けた場合は、当該決定の日に交付申請額（交付申請額

と補助金の交付の決定により確定した額が異なる場合は、当該確定した額）をもって補助金を請求し

ます。また、補助金の交付の決定に必要な範囲で、申請者及びその世帯員の住民基本台帳の記録情報

及び市税の納税状況を調査し、確認することを承諾して申請します。 

記 

１ 申請者情報  

住  所 

（〒 ２０６－８６６６ ） 

 

多摩市 関戸６－１２－１ 

フリガナ  タ マ   ﾀ ﾛ ｳ 生年月日 

        
氏  名 多摩 太郎 

電  話 自宅： ０４２－３３８－６８３１   携帯電話： ０９０－XXXX－XXXX 

 

２ 申請する補助対象機器等及び交付申請額 

申請する補助対象機器等１種にチェック(☑)を入れて、補助対象経費（消費税に相当する額を除

く。）の額及び交付申請額を記入してください。ただし、住宅用太陽光発電システム及び蓄電シス

テムを同時に設置する場合は、そのそれぞれについて申請ができます。 

補助対象機器等      太陽電池の最大出力 
（小数点以下 2桁未満切り捨て） 

補助対象経費の額 

（税抜） 

交付申請額 

(1,000 円未満切捨て) 

□ 住宅用太陽光発電システム ４．１５kW １,２００,０００円 １２４,０００円 

□ 蓄電システム 
 ８００,０００円 ６０,０００円 

□ 断熱窓 
 

円 円 

※１ 住宅用太陽光システムについて申請する場合は、太陽電池の最大出力の値も記入してください。 

※２ 記載した交付申請額と補助金の交付の決定により確定した額が異なる場合は、当該確定した額をもって請求額

とします。 

 

３ 振込先口座 

振
込
口
座 

振込先金融機関 

              銀   行          本店 

      多摩永山 信金・信組   市役所 

              農   協          支店 

支店番号 

 

１ 

 

２ 

 

３ 
フリガナ   タマ  タロウ 種別 口座番号 

口座名義 

多摩 太郎 
☑普通 

□当座 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

※ 口座は申請者名義のものに限ります。                    （裏面へ） 

X 年 X 月 X 日 大・昭・平 

押印廃止のため、書き損じの際に二重線と

訂正印での修正が出来ません。恐れ入りま

すが、新しい申請書にご記入願います。 

設置についての契約・支払をした方が

申請者となります。 

太陽光の最大出力は 

太陽光パネルの公称最大出力を 

記入してください。 

補助対象経費の額は、 

製品代＋設置費用－値引き－国や都からの補助額です。 

税抜額を記入してください。 

 

口座は申請者名義のものに限ります。 



４ 国又は東京都による補助金の申請状況 

申請状況          制度名 補助（予定）額 

□ 申請済み又

は申請予定であ

る。 

１ 都 家庭における太陽光発電導入促進事業 498,000 円 

２ 都 家庭における蓄電池導入促進事業 975,000 円 

３ 
 

円 

４  円 

□ 申請予定はない。 

 

５ 補助対象機器等の設置 

設置日：  令和７年 ４月 ３日 

設置場所：「１ 申請者情報」に記載した住所と同じ。 

 

６ 市内事業者利用の有無：☑有 □無 

 

７ 住宅の所有権 

  住宅の所有権を必ず確認の上、該当箇所にチェック（☑）をしてください。 

☑自己所有（☑申請者又はその世帯員の単独名義 □申請者又はその世帯員を含む共有） 

□自己所有以外 

 ※住宅が申請者の自己所有かつ単独名義以外の場合は、所有者全員の同意書が必要です。 

 

８ 添付書類  

  別紙のチェック表を確認したうえで提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

太陽光と蓄電システム同時申請で、国や都から補助金

を受給している場合、太陽光と蓄電システムの補助金

は合算ではなく、機器別の額を記入してください。 

設置日から６か月以内に申請してください。 

６か月を過ぎたものは補助対象外となります。 

令和６年に太陽光を設置、もしくは太陽光と蓄電池同

時設置した場合は、系統連系開始日を設置日とするこ

とができます。 


